
令和４年度　人事行政の状況

人事行政の状況
を公表します

歳出決算額 (A) 人件費 (B) 人件費率 (B/A)
18,806,266 千円 2,433,452 千円 12.9％

区　分 大　学　卒 高　校　卒
あわら市 185,200 円 154,600 円

国 （Ⅰ種）198,500 円
（Ⅱ種）185,200 円 154,600 円

(4) 一般行政職職員の初任給の状況
（令和５年４月１日現在）

区 分 退職者数 採用者数
職 種 R4.4.1 ～ R5.3.30 R5.3.31 R5.4.1

事務 １人 ４人 13 人
土木 ２人 2 人
保育教諭 　 １人
保健師
社会福祉士
介護支援専門員
司書
学芸員 １人
技能労務職員 ２人 ３人
任期付職員 ３人 ３人

計 ４人 ９人 22 人

区　分 職　員　数 増減
( 対 R4）部　門 R2 R3 R4 R5

一般行政部門 225 人 228 人 232 人 235 人 ＋３
特別行政部門 52 人 52 人 47 人 51 人 ＋ 4
公営企業等会計部門 17 人 18 人 16 人 17 人 ＋ 1

計 294 人 298 人 295 人 303 人 ＋ 8
※ 職員数は、再任用短時間勤務職員および会計年度任用職員を除く。

【参考】会計年度任用職員数（令和５年４月１日）53 人　パートタイム職員を除く。

※ 人件費には、市長や議員などの特別職に支給した給料や報酬、
会計年度任用職員に支給した給料などを含む。

(1) 職員定数の適正化への取り組み
　市では、行政のスリム化と人件費の削減を進めてきました。合併当初398人であった職員数は、令和５年４月１日時点では303
人となりました。北陸新幹線開業に関する事務事業をはじめ、先々の行政需要を見込みながら、今後も適正な職員数の維持に努めます。

(2) 採用者数および退職者数の状況

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額（国ベース）

あわら市 39.1 歳 289,671 円 313,576 円
国 42.7 歳 323,711 円 405,049 円

※ 平均給与月額（国ベース）は、給料月額に毎月支払われる扶養手当
や住居手当などを加え、国と同じ条件で再計算した額。

(3) 一般行政職職員の平均年齢、平均給料
月額などの状況（令和４年４月１日現在）

(5) 職員手当の状況

(3) 部門別職員数の状況（各年度４月１日現在）

(1) 人件費の状況（令和４年度普通会計決算）

給　与　費
１人当たり

給　料 職員手当 期末・勤勉
手当 計

1,083,886
千円

121,192
千円

375,672
千円

1,580,750
千円

4,569
千円

※ 職員手当には、退職手当を含まない。

(2) 職員給与費の状況（令和４年度普通会計決算）

区　分 6 月期 12 月期 計
期末手当 1.200 月 1.200 月 2.40 月
勤勉手当 0.950 月 1.050 月 2.00 月

計 2.150 月 2.250 月 4.40 月
※ 支給月数は、国の支給制度と同じ。

② 期末・勤勉手当（令和４年度支給割合）

支給額 １人当たり
28,153 千円 91,406 円

※ 選挙時の投開票および新型コロナウイルスワクチン接種事務に
支給した手当は含まない。

※ 会計年度任用職員（パートタイム職員を除く）に支給した手当を含む。

③ 時間外勤務手当（令和４年度普通会計決算）

　   職員の給与の状況

　   職員数の状況

　市では、平成 18年度から人事評価の試行を重ね、平成 23年
度から本格運用しています。その評価結果は翌年度の６月およ
び 12月の勤勉手当や１月の昇給に反映しています。

　………職員の人事評価の状況

区　分 内　　容

扶養手当

1　配偶者 6,500 円 / 月
2　22 歳までの子１人につき　　　　10,000 円 / 月
3　16 歳～ 22 歳の子１人につき　5,000 円加算 / 月
4　配偶者・子以外の扶養親族１人につき　6,500 円 / 月

住居手当 家賃が月額 16,000 円を超える場合、その超えた額に
応じて支給（上限 28,000 円 / 月）

通勤手当

1　交通機関などの利用者
定期券相当額 ( 上限 55,000 円 / 月 )

2　乗用車などの使用者
通勤距離に応じて支給（2,000 円～ 31,600 円）

① 扶養手当など（令和５年４月１日現在）

※ 各手当とも国の支給制度と同じ。

　「あわら市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」の
規定により、令和４年度（一部令和５年４月１日現在のもの
を含む）の市職員の給与や勤務時間、その他の勤務条件など、
人事行政の概要を公表します。なお、市のホームページには、
さらに詳しい内容を掲載しています。

■ 問合せ　総務課　人事Ｇ　☎ 73-8002
１.

２.

３.

区　分 内　　容

年次休暇 １年につき最高 20 日間。20 日以内で残日
数を翌年に繰り越せます。

病気休暇 負傷や疾病のため勤務できない場合、医
師の証明で認められる休暇です。

特別休暇 結婚や忌引、出産などの特別な事由によ
り認められる休暇です。

介護休暇 家族などを介護する必要がある場合に認
められる無給休暇です。

区　分 給料または報酬月額 期末手当（R3 支給割合）

市長 890,000 円

6 月期　1.625 月
12 月期　1.675 月

計　  3.30 月

副市長 700,000 円
教育長 600,000 円
議長 440,000 円
副議長 370,000 円
議員 350,000 円

(6) 特別職の給料、報酬などの状況
（令和５年４月１日現在）

(2) 休暇の概要

(1) 勤務時間の状況（令和４年度）

処分の内容 降給 休職 降任 免職
処分者数 0 人 ２人 0 人 0 人

処分の内容 戒告 減給 停職 免職
処分者数 0 人 0 人 0 人 0 人

(1) 分限処分の状況（令和４年度）

　分限処分は、職員が心身の故障などにより、その職責を十分に果たす
ことができない場合に、本人の意に反して行う不利益処分のことです。

　令和４年度の職員の研修は、派遣研修として福井県自治研修所での階層別研修
や専門研修に延べ 140 人を派遣しました。
　また、庁内研修では、人権や各種ハラスメント防止のための研修を実施したほ
か、令和元年度から職員の資質向上を目的とした市独自の研修として、マナーや
接遇、コミュニケーションに関する研修を実施しています。

(2) 懲戒処分の状況（令和４年度）

　懲戒処分は、職務上の義務違反などに対して行う制裁措置のことです。

※ 会員数：367 人（令和５年 3 月 31 日現在）

　………職員の研修の状況

　………職員の勤務条件の状況

　………職員の分限および懲戒処分の状況

項　目 一般健康診断 人間ドック がん検診 ストレスチェック
受診者数 443 人 48 人 延べ 560 人 457 人
費用 2,588 千円 392 千円 949 千円 178 千円

収入総額 2,338 千円
会費 1,779 千円
繰越金など 459 千円

支出総額 1,498 千円
都市職員体育大会助成 0 千円
元気回復事業 554 千円
慶弔給付など 944 千円

(1) 福利厚生制度の状況
　地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他福利厚生事業に関する事項について計画を立て、実施するよう地方公務員法
第 42条に定められています。市では、職員の福利厚生事業として、生活習慣病予防検診やがん検診、ストレスチェックのほか、
人間ドックの助成などの健康管理事業を実施しています。また、職員の互助組織である「あわら市職員互助会」において、都市
職員体育大会助成や元気回復事業、冠婚葬祭に際しての給付を行っています。

(2) 公務災害補償制度の状況
　職員の公務上の災害に対する補償は、地方公務員災害補償基金福井県支
部に加入し、実施しています。令和４年度は、公務上のけがによる申請が
３件ありました。

　………職員の福祉および利益の保護の状況

① 令和４年度の各種検診の受診状況 ② 令和４年度あわら市職員互助会の決算状況

勤務時間   8:30 ～ 17:15
休憩時間 12:00 ～ 13:00

(7) 一般行政職の級別職員数の状況
（令和５年４月１日現在）

区　分 標準的な職務内容 職員数 構成比

１級
主事 25 人 11.8％
技師 1 人 0.5％

２級
主事 52 人 24.5％
技師 6 人 2.8％

３級 主査 44 人 20.8％
４級 主任 22 人 10.4％
５級 課長補佐 29 人 13.7％

６級
参事 ２人 0.9％
課長 19 人 9.0％

７級
理事 ２人 0.9％
部長 10 人 4.7％

計 212 人 100％
※ 一般行政職は、税務職、看護・保健職、福祉職、企業職、技能労務職を除いた職。

４.
５.

６.

７.

※ 公費負担は、平成 27 年度に廃止。
※ 令和４年度の都市職員体育大会は、新型コロナウイルス

感染症の影響により中止。7 6


